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（川南町女性活躍推進計画・川南町ＤＶ防止基本計画） 

－概要版― 

川南町男女共同参画基本計画 

計画の期間と位置づけ 

本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度まで

の５年間とします。 

★男女共同参画社会基本法 
★女性活躍推進法 
★ＤＶ防止法 

第２次川南町男女共同参画基本計画 

 川南町女性活躍推進計画  
 

 川南町ＤＶ防止基本計画  

6.5%

65.7%

27.3%

0.5%

（n=645）

■賛成・どちらかといえば賛成 

■反対・どちらかといえば反対 

■どちらともいえない 

■無回答 

Q.性別によって役割を固定する考

え方についてどう思いますか？ 

77.7%

1.0%
16.4%

0.2% 4.8%

（n=645）

■主に妻 

■主に夫 

■同程度分担 

■主に夫や妻以外 

■無回答 

Q.家事（掃除、洗濯、食事の支度

等）の役割分担は？ 

27.1%

52.1%

13.2%

7.6%

（n=645）

Q.「男女共同参画社会」という

言葉を知っていますか？ 

■よく知っている 

■聞いたことがある 

■知らない 

■無回答 

性別によって役割を固

定する考え方について

は、否定的な意見が６

割を超え、高い割合と

なっています。 

※令和７年度川南町男女共同参画に関する町民意識調査より 

家事について、同程度

分担しているのは２割

未満にとどまってお

り、妻が担っている割

合が７割を超え高くな

っています。 

「男女共同参画社会」

という言葉について、

「聞いたことがある」

が半数を超え最も高く

なっています。 

家庭では

職場では

・家族一人ひとりが、家事

や育児、介護などを分

担し、協力しながら生

活する。 

・家庭内での暴力や虐待

が起こらず、安心して

生活できる。 

・男女を問わず、子育てや介

護と両立できる職場風土

が形成されている。 

 

・ハラスメントが起きない。 

学校では

地域では

・一人ひとりの個性や能

力を伸ばすような教育

が行われ、子ども同士

もお互いの個性を尊重

する。 

・進学や就職に際して、

個人の適正を尊重した

選択ができる。 

・年齢や性別を超えて、

様々な人が地域の意思

決定の場に参画し、豊か

で住みよい地域づくり

に貢献している。 

誰もが性別に関わり
なく、その人権が尊重
され、個性と能力を
十分発揮することが
できる社会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本
目標

Ⅰ

目指す将来像 

男女共同参画社会に向けた意識づくり 
重点目標 

①人権の尊重 

②男女共同参画の認識と理解の推進 

③男女平等参画の教育・学習の促進 

性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重される言葉

づかいや行動を心がけましょう。 

誰もが個性と能力を発揮できる活力ある社会づくり 
（川南町女性活躍推進計画） 

基本目標Ⅱ

重点目標 

①社会のあらゆる分野への女性の参画拡大 

②働く環境の整備 

③ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進 

④地域活動における男女共同参画の推進 

家庭や地域の役割分担を見直し、誰もが無理なく

参加できる形を考えてみましょう。 

基本
目標

Ⅲ

誰もが安心して暮らせる環境づくり 
重点目標 

①男女の生涯にわたる健康づくり支援 

②男女の人権の尊重とあらゆる暴力の根絶 

（川南町ＤＶ防止基本計画） 

③貧困等生活上の困難を抱えた女性等への支援と多様性を尊重

する環境の整備 
女性に対する暴力根絶のシンボル 

パープルリボン 

あらゆる暴力を許さない意識を持ちましょう。 
妊娠・出産・更年期等、性差による健康課題に
ついて正しく理解しましょう。 

成果指標 ※一部抜粋 

★性別役割分担意識に「反対（どちらかといえば反対を含む。）」と考える人の割合（65.8％→70.0％） 

★学校教育での男女の地位が平等になっていると感じる人の割合（50.7％→70.0％） 

★人権及び男女共同参画についての啓発活動（３回→４回） 

成果指標 ※一部抜粋 

★町職員の係長級以上に占める女性の割合（46.6％→50.0％） 

★「仕事と家庭の両立応援宣言」を行う事業所数（15事業所→20事業所） 

★町内女性の消防団員の数（７人→10人） 

成果指標 ※一部抜粋 

★リプロダクティブ・ヘルツ/ライツ※の情報提供（１回→２回） 

 ※性と生殖に関する健康と権利 

★特定健診受診率（38.2％→50.0％） 

★各種ハラスメント※防止の広報（０回→１回） 

 ※セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等 

★困ったときに相談できる窓口があることを知っている人の割合（60.0％） 

認め合い 性別にかかわらず 

誰もが輝けるまち かわみなみ 

川南町男女共同参画社会形成促進条例第３条に掲げる６項目の基本理念の下に、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画

社会の実現を目指します。 

 男女の人権
の尊重 

社会における
制度又は慣行
についての 

配慮 

意思の形成 
及び 

決定への 
共同参画 

家庭生活に
おける活動
と他の活動
の両立 

男女の生涯に
わたる 

健康への配慮 
国際社会に 
おける動向へ

の配慮 


